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障害者権利委員会への意見
障害者権利条約に基づくアイルランドの第1回定期報告に関する
事前質問事項の作成のために
2025年6月
背景 
DPO（障害当事者団体）ネットワークについて 
DPOネットワークは、アイルランドの5つの全国的障害者団体からなる連合体である。 
DPOネットワークは、以下の団体によって設立され、構成されている：
1. As I Am – アイルランドの全国自閉症権利擁護団体https://asiam.ie/
2. アイルランドの障害女性Disabled Women Ireland (DWI) https://www.disabledwomenireland.org/
3. 自立生活運動アイルランドIndependent Living Movement Ireland (ILMI) https://ilmi.ie/
4. アイルランドろう者協会（IDS） https://www.irishdeafsociety.ie/
5. 自己権利擁護者全国プラットフォーム http://thenationalplatform.ie/
DPOネットワークは、障害者（disabled people）の実際の経験、専門知識、分析に依拠している。このネットワークは、障害者の積極的な参加によってリードされ、情報提供されている。彼らの参加は、障害者が直面する問題について、社会のあらゆる分野を真正面から捉えた分析を行う独自の機会を提供している。
DPOネットワークは、障害者の人権と社会モデルにコミットしている。このモデルは、障害者が経験する排除、不平等、差別は、個人の障害（disability）によるものではなく、社会に継続する経済的、文化的、社会的、政治的なバリアによるものであると主張している。
詳細については、www.dponetwork.ie を参照のこと。
この意見についての連絡先：
ジョン・シャーウィン、DPOネットワーク事務局長 –secretary@dponetwork.ie . 
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この意見提出について：プロセスと貢献団体 
この意見は、アイルランドが障害者権利条約（以下「条約」）に準拠しているか否かに関する懸念事項の概要を提供する。 
DPOネットワークは、障害者権利委員会（以下「委員会」という）による事前質問事項（LOI）の策定に際し、この意見を通じて情報を提供できることを歓迎する。 
DPOネットワークは、この意見の作成に際してメンバーとの協議プロセスを設けた。5つのメンバー組織はすべて、障害者が自主的に決定し、管理し、主導する全国組織であり、障害の分野横断的な分析と視点を提供している。 
メンバーとの協議プロセスには、事前質問事項プロセスに関する議論、主要な課題の特定と優先順位付け、委員会に検討してほしい質問事項の草案作成を目的とした複数の協議会議が含まれた。本意見は共有する関心事項に焦点を当てているが、DPOネットワークのメンバーは、これに加えて構成員の懸念事項に関する詳細な情報と提案を含めた独自の意見を提出している。 
DPOネットワークは、障害の人権モデルと社会モデルにコミットしている。障害の社会モデルは、障害者が経験する排除、不平等、差別は機能障害（impairment）そのものの結果ではなく、社会に存在する経済的、文化的、社会的、政治的なバリアの結果であると主張する。人権モデルは、障害者を権利の主体として認め、社会におけるバリアを差別的であると扱うことで、社会モデルをさらに発展させたものである。 
「障害者」（disabled people）という用語は、障害者自身によって開発されたUPIASの障害と機能障害の分類に従って、本報告書全体で使用されている[footnoteRef:1] 。「障害者」とは障害種別横断的な観点から、学習障害、感情的・精神的苦痛を体験している人、身体的・感覚的障害を含む、すべての障害者を包括する概念である。 [1: 身体障害者分離撤廃連合・ 障害同盟、障害者に関する基本原則（1976年）。] 


序文
DPOネットワークは、アイルランド政府が障害者の権利を保護し促進するための措置を講じたことを歓迎している。アイルランドが委員会に最初の報告書を提出してから5年が経過した[footnoteRef:2] 。その間、アイルランドは条約の選択議定書に加入し、2022年から2027年までの障害者向け国家住宅戦略を策定し、近日中に障害者向け国家人権戦略を公表する予定である。 [2: アイルランド政府、障害者権利条約に基づく初回国家報告書（2021年）。] 

しかし、DPOネットワークは、条約の一般的な義務や特定の権利の多くがアイルランドで十分に実施され実現されていないと懸念している。法的保護や対象を絞った支援にもかかわらず、障害者は非障害者と比べて貧困、失業、教育やその他のサービスからの排除、差別などの問題に著しく高い割合で直面し続けている[footnoteRef:3]。 [3: 中央統計局（2023）所得と生活状況調査（SILC）2022。] 

アイルランドにおけるCRPD実施をめぐる横断的な課題は、障害のある女性、子ども、若者を含む 排除されている（marginalised）グループに関する様々な政策の実施状況を監視する正式なシステムが欠如している点である。さらに、DPOの参画に関する認識が不足し、CPRD実施と監視へのDPOの積極的な参画を促進するための支援が不十分である点も問題となっている。 

要約
DPOネットワークは、委員会に対し、DPOネットワークが特定した以下の優先課題を考慮するよう要請する。 
DPOの意味のある関与の支援 – 第4条
アイルランドは、条約の実施と監視のすべての段階において、障害者とその組織を効果的に関与させることに失敗している。DPOは、条約の実施と監視に効果的かつ意味のある形で参加するための能力を強化するための十分で持続可能なリソースを保有していない。 
平等及び無差別 – 第5条
障害者は、差別、特に重複または交差する差別に対抗する手段にアクセスできる必要がある。性別、人種、または社会的経済的地位など、1つ以上の理由に基づく差別を受ける人々に対する認識が不足している。さらに、現在の平等に関する法律の下で差別を是正するためのアクセス可能な仕組みが不足している。 
障害のある女性 – 第6条
障害のある女性は、貧困率の高さ、ジェンダーに基づく暴力、医療へのアクセスのバリア、雇用機会の制限、広範な社会的排除など、複数の交差する不平等を経験している。にもかかわらず、障害のある女性は、性別平等政策と障害政策の両方で一貫して無視されており、その特定のニーズと権利が未解決のままとなっている。
子ども – 第7条 
障害児と若年障害者には、社会活動への参加、適切で時機を捉えた医療や教育へのアクセス、意見が聴かれる機会などにおいて、特有のバリアが存在する。彼らは、彼らに影響を与える国家政策の策定において、いつも無視されている。 
障害児の親は、子どもたちが自分自身にとって重要な問題に参加することを促進し、結果として生活の質を向上させるための支援とリソース必要としている。 
意識の向上 – 第8条
障害者に対する偏見と否定的な態度が続いており、これには知的障害のある人など、特定の障害者グループに対する否定的な態度も含まれる。 
アクセシビリティ – 第9条 
一部の分野で改善が見られるものの、障害者は適切な住宅、建築環境、公共交通機関、公共サービス、情報へのアクセスにおいて依然として困難に直面している。アイルランドがCRPDの義務を完全に履行するため、追加の措置が必要である。
法律の前にひとしく認められる権利– 第12条 
アイルランドは、代理意思決定に関する第12条について、解釈宣言と留保を維持している。これは条約の目的と趣旨に反し、撤回される必要がある。法の前に等しく認められる権利および他の者との平等を基礎として法的能力を行使する権利は、CRPDの核心的な要素である。 
司法手続の利用の機会– 第13条 
アイルランドにおいて、障害者は司法制度へのアクセスと関与において重大なバリアに直面している。司法制度のアクセス可能性（物理的アクセス、コミュニケーション支援、手続上の配慮を含む）は改善され、監視される必要がある。 
司法機関は、UNCRPDおよび障害者の司法アクセスを確保するための合理的な配慮に関する研修を受ける必要がある。 
搾取、暴力及び虐待からの自由 – 第16条
障害者が暴力と虐待から自由であるための追加措置が必要である。障害を理由としたヘイトクライムは十分に報告されていない。障害のある女性は家庭内暴力の被害を不釣り合いに多い水準で体験し、適切な支援へのアクセスにバリアを抱えている。 
個人をそのままの状態で保護すること – 第17条
CRPDに準拠して、障害者の自律性と尊厳を保護するための具体的な措置を講じる必要がある。 
自立した生活及び地域社会への包摂 – 第19条 
アイルランドでは、自立して生活する権利は平等に保障されていない。障害者の自立生活を可能にする中心的役割を果たすパーソナルアシスタンス・サービス（PAS）システムは不十分で不公平である。PASへの国家投資の不足は、障害者の自律、尊厳、および自己の生活をコントロールする機会を損なっている。 
家庭及び家族の尊重 – 第23条
障害者は家族生活を送る権利を有するが、多くの障害者には障害のある親と「判断される」ことへの真の恐怖が存在する。子どもを「養育」できないと見なされる恐れである。このため、多くの障害のある親は、支援を求めることと養育できないと判断されたくないことの間で微妙なバランスを取っている。
障害のある親は、パーソナルアシスタンス・サービスへのアクセスを含む支援を必要としている。

教育 – 第24条
学習支援やケア支援を必要とする生徒は、教育システムから排除される可能性が著しく高く、学校からさらに高等教育や就職への移行においてバリアに直面している。2004年EPSEN法(特別支援教育法)の施行が未実施であるため、子どもたちは教育において特定の支援を受けるための法的拘束力のある権利を保障されていない。インクルーシブな教育への新たなコミットメントが求められており、障害のある生徒が質の高い教育に平等にアクセスできることを確保するよう措置を講じる必要がある。さらに、分離された教育施設である「特別学校」の継続的な提供は、直ちに中止されるべきである。 
健康 – 第25条 
アイルランドの障害者が医療サービスへのアクセスに困難を抱えることは、最も深刻な課題の一つである。これは、障害者が他のすべての権利を実現する能力に重大な影響を及ぼす。 
[bookmark: _Hlk201904084]他者と平等な条件で働く権利 – 第27条
障害者は、障害のない人よりも雇用される可能性が低い状態が続いている。他の者との平等を基礎として障害者が働く権利を支援する、すべての適切な措置を講じることが確保されるためのさらなる努力が必要である。 
相当な生活水準及び社会的な保障 – 第28条
障害者の生活費の追加負担は、深刻な経済的負担を引き起こし、貧困のリスクが非常に高い状態にあることを意味する。福祉改革に関するグリーンペーパー（政府提案）などの所得関連政策の策定において、障害当事者団体（DPOs）の参画が不十分であったことは、多くの障害者から懸念された。 
政治的および公的活動への参加 – 第29条
障害者は、地方の政党に十分に参加し、公職への立候補をする際に支援を受ける必要がある。このような参加のバリアには、交通手段へのアクセス不足、包摂的なコミュニケーション支援、パーソナルアシスタンスの不足などが含まれる。 
文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加 – 第30条
メディアにおける障害者の描写は批判されるべきである。アイルランドのメディアでは、日常の議論、ドラマ、作品において障害者が出てこない。メディア（放送と印刷物）で障害者が描かれる場合、しばしば非常に保護的な描写であり、悲劇的な物語を強化している。 
統計及び資料の収集 – 第31条
障害に関する統計の調査と収集、および分類されたデータの利用には、重大な課題が存在する。特に、障害のある女性への暴力に関するデータ収集と報告メカニズムは現在不足しており、国家がこの問題の性質と規模を理解するためには、より強固なものにする必要がある。

アイルランドへの事前質問事項のための、DPOネットワークによる背景情報と提案
一般原則と義務（第1～4条）
代表組織を通じた障害者の完全かつ効果的な参加の欠如 – アイルランドは、条約の実施と監視のすべての段階において、障害者とその組織を効果的に関与させることに失敗している。
実施のための説明責任の枠組みの欠如 – アイルランドには、障害者の集団的利益を代弁するDPOの積極的な参加を含む、持続的で独立した市民社会監視メカニズムが存在しない。
DPOへの十分な資金提供の欠如 – DPOは、条約の実施と監視に効果的かつ意味のある形で参加するための能力を強化するための十分で持続可能なリソースを保有していない。 

	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	国家は、障害者インクルージョン全国戦略（NDIS）や今後策定されるCRPD実施計画を含む国家政策の実施状況と影響を効果的に監視するためのどのような仕組みを整備しているか？教育・若年層省や社会保護省などの特定の省庁は、障害者団体代表の包摂をどのように確保するのか。 
2.	国家は、国連障害者権利条約（UNCRPD）の原則に従い、障害者が政策の策定、監視、実施に参画することを確保できるよう、障害当事者団体（DPO）の地域的・全国的な発展をどのように支援し持続可能にするつもりか？ [footnoteRef:4] [4: 一般意見第7号に規定される通り。障害者の権利委員会（2018年）、一般意見第7号（CRPD/C/GC/7）を参照。] 



平等及び無差別 – 第5条 
国家報告で指摘されているように、アイルランドは2021年に平等法群の見直しを開始した。しかし、この見直しは未だ完了していない。現行法は、単一の保護対象に基づく差別のみを認識しており、重複や交差する差別に基づく請求を規定していない。これは重大な欠陥であり、性別、人種、または社会経済的地位など、1つ以上の理由に基づく差別に直面する多くの個人が経験している現実を反映していない。
さらに、差別防止支援措置や差別是正のための手続きに関する情報は、アクセシブルにする必要がある。 

	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	国家は、平等法群の見直しと改正のプロセスに関する明確な日程案と概要を提供し、交差的・複数の差別に対応する規定を盛り込む意向があるかどうかを明示できるか？
2.	国家は、差別を是正するための完全にインクルーシブな仕組みへのアクセスを確保するために、どのような措置を講じるか？


障害のある女性 – 第6条
現在の政策は、障害女性が直面する特有の交差する差別形態を認識していない。障害女性は、貧困率の高さ[footnoteRef:5]、性別に基づく暴力[footnoteRef:6]、広範な社会的排除[footnoteRef:7]など、複数の交差する不平等を経験している。にもかかわらず、障害女性は、ジェンダー平等政策と障害政策の両方で一貫して無視されており、その特有のニーズと権利が未解決のまま放置されている。 [5: 欧州障害者フォーラム（2023年）、人権報告書：https://www.edf-feph.org/majority-of-persons-with-disabilities-locked-out-of-quality-employment/。]  [6: EU基本権機関（2014年）『女性に対する暴力：EU全域調査』：https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report。]  [7: 欧州障害者フォーラム（2021年）『障害者の貧困と社会的排除』人権報告書：https://www.edf-feph.org/publications/european-human-rights-report/. ] 

ジェンダーと機能障害の交差は、障害女性のニーズ、特に健康に関するニーズが満たされない状況を生み出し、その懸念が聞き入れられなかったり、無視されたりしている[footnoteRef:8]。障害女性は、医療ニーズへのアクセスにおいて制度的なバリアに直面し続けている。 [8: 欧州障害者フォーラム（2021）、「2021 年男女平等指数：障害について何が述べられているか」：https://www.edf-feph.org/gender-equality-index-2021-what-does-it-say-on-disability/。] 

障害女性が緊急支援にアクセスするための支援サービスが深刻な不足状態にある。これには、性と生殖に関する医療ニーズへのアクセスも含まれる。レイプ危機センターや女性支援団体は、障害のある女性が求める支援に対応する能力が不足している。アクセス可能なスペースの不足や設備の不備が、このようなサービスへのアクセスを妨げる２つの要因として指摘された。パーソナルアシスタンスのような支援の提供不足も、避難を求める障害女性の選択肢を制限している[footnoteRef:9]。 [9: Flynn, S., Lakkshme Sundaresan, S., Holt, S., Price, A. &amp; O’Neill, G. (2024) 「アイルランドにおける障害女性の親密なパートナーによる虐待の経験：研究プロジェクト報告」を参照。] 

障害女性が直面する不平等を是正するための重大なバリアの一つは、分類されたデータが継続的に不足していることである。障害女性に関するデータは定期的に収集されておらず、その経験は政策やサービス設計において生かされていない。この問題はGREVIO[footnoteRef:10]や国連のCEDAW委員会を含む国際的な人権機関によって認識されており、アイルランドへの最新の総括所見において、障害で分類されたデータ収集のための具体的な措置を講じるよう勧告している[footnoteRef:11]。 [10: 女性に対する暴力および家庭内暴力に対する行動に関する専門家グループ（GREVIO）（2023）、イスタンブール条約に関するアイルランドのベースライン評価報告書：https://rm.coe.int/grevio-s-baseline-evaluation-report-on-legislative-and-other-measures-/1680ad3feb。 ]  [11: 女性に対する差別撤廃委員会（2017年）、アイルランドの第六回および第七回定期報告書に関する総括所見 [CEDAW/C/IRL/CO/6-7]：https://docs.un.org/en/CEDAW/C/IRL/CO/6-7.
] 

	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	今後の「障害者向け国家人権戦略」に、障害女性が直面する特定の差別と排除に焦点を当てて対処するための的を絞った行動とコミットメントが含まれるか？
2.	障害女性が危機対応の公共住宅、家庭内暴力支援サービス、医療サービス、適切な主流の性別サービスにアクセスできるよう、国家はどのような具体的措置を講じているか？
3.	国家は、CRPDの実施状況を監視するために、障害の有無別に分類されたデータ（性別、年齢、民族など他の特性と組み合わせたものを含む）を収集し公表するためのどのような計画を持っているか？
4.	国家は、障害女性が、その生活に影響を与える協議、意思決定プロセス、政策立案に参加できることを確保するためにどのような措置を講じるか？


子ども – 第7条
障害児と若年障害者は、社会活動への参加、適切で時機を得た医療や教育へのアクセス、意見の表明において、特有のバリアに直面している。彼らは、彼らに影響を与える国家政策の策定において、通例無視されている。
社会的に関わり参画することへの支援は極めて不十分である。パーソナルアシスタンス・サービス（PAS）は18歳以上の者にのみ適用される。これにより、18歳未満の障害のある若者の選択の幅が制限される。例えば、教育分野では障害のある生徒は学校での支援として「特別ニーズアシスタント」が配置されるが、社会活動や課外活動における支援は提供されていない。 
18歳でPASへの移行期にある人やPASを初めて利用する人は、サービス提供者を選択する機会が与えられず、その結果、サービス提供者が若年障害者に対して「医学的アプローチ」を取る場合がある。このアプローチは、若年者のプライバシー保護に欠ける可能性がある。サービス提供者はスタッフを配置するが、若年者との協議なしに、その人ではなくサービス提供者の都合に「合った」時間帯で支援を提供することが多い。 
最も懸念されるのは、子どもと若年層が適切な時期に治療的支援やメンタルヘルスサービスにアクセスできないことである。子どもと若者の障害サービス推進（PDS）は、子どもおよび若年層向けの障害者支援サービスの再構築に関する国家プログラムであるが、「子どもが必要とするサービスへの容易なアクセス」を提供する使命を果たせていない[footnoteRef:12] 。その後策定された「2023～2026年サービス改善ロードマップ：子どもと若者のための障害サービス」も、複雑なニーズを持つすべての子どもに対し、質が高く、アクセス可能で、公平かつ適時のサービスを達成できていない。 [12: HSEウェブサイトにおけるPDSに関する情報 https://www.hse.ie/eng/services/list/4/disability/progressing-disability/pds-programme/] 

さらに、子どものメンタルヘルスサービスにおける差別問題に対し、国家は具体的な対応を講じていない。自閉症の子どもは、心理的ニーズの有無に関わらず、ただ純粋に自閉症であることやその診断を理由に、子どもと若者のメンタルヘルスサービス（CAMHS）へのアクセスを拒否されている。この背景にある理由として、CAMHSサービスがリソース不足であり、そのため自閉症の若者が必要とするだろう専門家の支援を提供する装備がされていないためとされている。自閉症に関するウラクタス（国会）合同委員会が最終報告で指摘したように、「CAMHSは、自閉症を主要な診断とする子どもとの連携を拒否している。その理由は、CAMHSサービスが彼らに適していないためである。しかし、自閉症の子どもが利用できる代替サービスは存在しない。保健サービス執行機関 （Health Service Executive, HSE）は、自閉症の子どもが障害サービスとメンタルヘルスサービスを同時に利用できる単一の窓口を提供することが不可欠である。」[footnoteRef:13] [13: 自閉症に関する合同委員会の報告書、ダイル・エイルアン議会審議（2024年3月7日）[第1051号第2号]：https://www.oireachtas.ie/en/debates/debate/dail/2024-03-07/37/] 

障害児の親は支援とリソースを必要としている。障害児の人生に対する親の期待を、「サービス」を求めての待機リストや話し合い、申請、アセスメントの取得に縛り付けるべきではない。障害児の親は、子どものニーズを探り、生活の質を向上させる方法について検討するための、障害平等を重視したピアの場に参加する支援を受ける必要がある。親がもっと子どもの生活の質に焦点を当てれば、障害児はより良い結果を得られる。さらに、親は子どもの声が届くよう促すことができる。 
	私たちは、CRPD委員会が以下を尋ねることを推奨する：
1.	国家は、障害のある若者が教育や家族の家以外の場所で、自立を表現し、障害のない友人と人生を築くための支援を含む全国的なパーソナルアシスタンスサービス（PAS）をどのように整備するか？
2.	国家は、子どもの障害ネットワークチーム（CDNT）における慢性的な人員不足に対処するため、どのような具体的な措置を講じているか？また、推定3分の1が空席となっているポストを埋めるためのスケジュールはどのようになっているか？
3.	障害児のアセスメントと療法の待機時間を短縮するための国による措置はどのようなもので、進捗はどのように監視され、公開されるか？
4.	障害やその診断の既往に基づく差別を根絶するため、児童・青年精神保健サービス（CAMHS）においてどのような措置が講じられているか？
5.	国家は、子どもが自分の生活に影響を与える相談、意思決定プロセス、政策立案に参加できることを確保するためにどのような措置を講じるか？


意識の向上 – 第8条 
国家が約束し措置を講じたにもかかわらず、障害者に対する偏見と否定的な態度はいまだに存在している[footnoteRef:14]。これは特に知的障害者に関して顕著である。  [14: NDA、アイルランドにおける障害に対する公衆の態度に関する全国調査（2017年）] 

	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1. 国家は、障害者に対する偏見と否定的な態度にどのように対処しているか？ 
2. 国家はCRPDの認知度の向上をどのように確保しているか？
3. 知的障害者が、差別を受けた場合の、自身の権利と利用可能な支援について理解していることを確保するために、どのような措置を講じているか？
4. 国家は、意識向上キャンペーンの策定においてDPOsとどのように連携してきたか？


アクセシビリティ – 第9条、第21条
国は「障害者の情報、サービス、建物へのアクセスを確保する」と約束し、この約束を差別禁止法、特定の法的要件、および障害者インクルージョン全国戦略（NDIS）の措置を通じて実施している[footnoteRef:15]。 [15: アイルランド政府、障害者の権利に関する条約に基づく初期国家報告書（2021年）14.] 

一部の分野で改善が見られるものの、障害者は適切な住宅、建築環境、公共交通機関、公共サービス、情報へのアクセスにおいて依然として困難に直面している。
公共交通機関は多くの障害者、特に農村部に住む障害者にとって、インフラの不足により利用できないままである。インフラが存在する場合でも、信頼性が低いことが多く、例えば多くの鉄道駅や都市鉄道サービスのDART駅には機能しないエレベーターがあり、移動に重大なバリアとなっている[footnoteRef:16]。インクルーシブな交通への投資は不可欠であるが、公共交通機関が利用できない場合、障害者には自家用車や私的な交通手段へのアクセスを支援する必要がある。アクセス可能な交通の不足は、人々の生活のあらゆる面への参加に影響を及ぼしている。  [16: RTÉニュース、『駅でのアクセス問題に関する抗議活動』2022年8月 https://www.rte.ie/news/dublin/2022/0819/1316705-disability-protest/.] 

コミュニケーション支援を必要とする人々にとって、アクセス可能なコミュニケーションと情報の不足も問題である。障害者は情報へのアクセスにバリアを経験し続けている。例えば、ろう者（D/deaf）と盲ろう者（D/deafblind）の人々の間には、アイルランド手話（ISL）使用者 にとってアイルランド手話法2017年[footnoteRef:17]の施行、および政府のISL通訳者の増加の約束にもかかわらず、公共サービスへの平等なアクセスが確保されていないとの懸念がある。  [17: アイルランド手話法（2017年）。 ] 

地方自治体は、UNCRPDに基づき、公共インフラへの投資が障害者のニーズを満たすよう確保し、段差のない歩道やペリカン横断歩道などの障害を招く環境上のバリアを解消する義務がある。さらに、アートセンターなどのコミュニティ施設への完全なアクセスと、各県に少なくとも1つの多目的トイレ（Changing Places facilities）を設置することが必要である。 
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	運輸省は、DPO（障害当事者団体）と協力して、公共交通サービスへの国家投資がアクセシビリティ基準を満たすよう、どのように確保するか？
2.	国家は、障害者が公共交通機関で直面するバリアにどのように対処しているか？
3.	国家は、すべての公共交通機関の職員が障害のある乗客を支援するためのスキルと知識を備えるよう、どのように確保しているか？
4.　自動車交通補助金に代わる新たな交通支援制度を実現するために、2018年に提案された「健康（交通支援）法」案のスケジュールはどのようなものか？ 
5.	国は、公共機関のすべての通信（オンラインの様式を含む）が障害者にとって利用可能となるよう、どのような措置を講じているか？
6.	国家は、すべての公共機関が、法定の権利やサービスへのアクセスを確保するためのISL通訳の提供に関する法的義務を、十分に認識し、遵守するために、どのような措置を講じているか？
7. 　国家は、地方の障害当事者団体（DPOs）が公共参加ネットワーク（PPN）、地域コミュニティ開発委員会（LCDCs）、住宅障害者調整グループ（HDSGs）を含むすべての関連する地方自治体の仕組みに参加するため、複数年度にわたる資金調達にどのように投資し、リソースを配分する予定か？ 


法律の前にひとしく認められる権利– 第12条 
第12条において、CRPDは障害者が法的能力に関する平等な権利を有することを認め、これにより、障害者が自らの意思決定を行う権利およびその意思決定が法的に認められる権利を有する。CRPDはまた、締約国に対し、この権利の実現を可能にするための適切な意思決定支援を提供することを求めている。これは、代理意思決定から支援付き意思決定への移行を反映したものである[footnoteRef:18]。 [18: 国連障害者権利委員会、一般意見第1号 第12条：法の前での平等な承認（2014年）CRPD/C/GC/1 第1項（3）。] 

アイルランドは、第12条に関して（解釈）宣言と留保を表明しており、必要で、適切かつ効果的な保護措置に従う場合に限って代理意思決定が認められるとの理解を表明している。アイルランドの第12条に関する宣言と留保は、支援付き意思決定（能力）法2015に反映されており、ある人が意思決定支援を受けても意思決定が不可能だとみなされる場合、限定的状況下で代理意思決定を認めている[footnoteRef:19]。この点において、2015年法は、CRPD第12条が求める「すべての形態の代理意思決定を支援付き意思決定に置き換える」という要件に完全には準拠していないと主張できる。  [19: 支援付き意思決定（能力）法2015年。] 

法の前での平等な認識の権利および自己の事柄に関する法的決定への積極的な参加の権利は、CRPDの核心的な要素であり、したがって、このような宣言と留保は条約の目的と趣旨に反するものであり、撤回されるべきである。
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	第12条に関する留保と宣言を撤回する計画、および支援付き意思決定（能力）法を改正してすべての形態の代理意思決定を廃止する国の計画は何か？


司法手続の利用の機会– 第13条 
アイルランドにおいて、障害者は司法制度へのアクセスと関与において重大なバリアに直面している。国連障害者権利条約第12条3項は、「締約国は、障害者が法的能力を行使する際に必要とする支援へのアクセスを提供するための適切な措置を講じなければならない」（第3項）と定めている[footnoteRef:20]。これは、司法制度へのバリア（物理的バリアやコミュニケーションバリアなど）の除去だけでなく、障害者が裁判手続きに積極的に参加し、手続上の配慮を受けることを意味する。これは、障害者が司法手続きを円滑に進行させ、専門家と関わり、司法プロセスと手続を理解するための支援に不可欠である。 [20: 国連総会CRPD（2007年）。障害者の権利に関する条約、A/RES/61/106。https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities。] 

第13条はまた、「司法行政領域に従事する者」が適切な訓練を受けることを要求しているが、司法機関の構成員に対するUNCRPDの義務的な訓練は存在せず、司法への平等なアクセスを確保するための合理的配慮の形態もない。DPOネットワークは、司法機関が障害とCRPDに関する権利に基づく訓練、およびコミュニケーションアクセスに関する実践的なスキル訓練を 実施する義務を負うべきだと考えている[footnoteRef:21]。 [21: 例えば、全国障害者局（NDA）の「自閉症のある人とのコミュニケーションに関する司法関係者向けガイドライン（2018年）」を参照。 ] 

	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	障害者の司法制度へのアクセス改善（物理的アクセス、コミュニケーション支援、手続的配慮を含む）に関する計画はどのようなもので、これらはどのように監視されるか？
2.	国家は、司法機関の構成員がCRPDに関する研修を受ける義務の程度を明示し、司法への平等なアクセスを確保するための合理的配慮に関する研修の内容を説明できるか？
3.	国家は、裁判所が障害者の司法への平等なアクセスを確保するための指針を理解し、遵守することを確保するための努力をどのように行ってきたか？


搾取、暴力及び虐待からの自由 – 第16条
障害者が暴力と虐待から自由であることを確保するため、さらなる措置が必要である。障害を理由としたヘイトクライムは存在するが、通報が不十分で誤った通報がされている。 
特に障害のある女性は、家庭内暴力の被害を過度に受けやすく、適切な支援へのアクセスに障害を抱えている。 
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	障害を動機としたヘイトクライムの通報不足に対処するため、国家はどのような措置を講じるか？
2.	国家は、今後成人保護法が発展し、障害者とその代表団体との意味のある協議を経て制定されるよう、どのような措置を講じるか？
3.	国家は、障害のある女性がジェンダーに基づく暴力に関する適切で適時の支援と保護にアクセスできることを確保するために、どのような措置を講じるか？


[bookmark: _Hlk201312227]個人をそのままの状態で保護すること – 第17条
CRPDに準拠して、障害者の自律と尊厳を保護するための具体的な措置を講じる必要がある。医療や教育の現場で化学的・物理的拘束がどの範囲でどの程度行われているかに関するデータが深刻な不足状態にある。 
2024年精神保健法案において、事前医療指示に関する障害者の意思や選好が優先されていない。
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	国家は、医療および教育の現場において、障害に関連する理由による身体的拘束と化学的拘束の広がりに関する証拠を提供できるか？
2.	国家は、これらの施設での拘束を根絶するために、どのような措置を講じているか？
3.	国家は、どのようにしてケア計画がCRPDに準拠することを確保し、このプロセスにDPOsを参画させるためにどのような具体的な措置を講じるか？


自立した生活及び地域社会へのインクルージョン – 第19条 
アイルランドでは、自立した生活を送る権利は平等に保障されてはいない。障害者の自立生活を可能にするのに中心的役割を果たすパーソナルアシスタンス・サービス（PAS）システムは、不十分かつ不平等である。このシステムは、国内外でインクルージョンを広めるための最も費用対効果の高い投資として認識されており、障害者の社会参加を実現するための基盤となっている。 
国家のPASへの投資不足は、障害者の自律性、尊厳、および自己の生活をコントロールする機会を損なっている。障害者はPASへのアクセスに関する主観的な権利を有しておらず、PASの必要性を評価する標準化されたアプローチも存在しないため、不平等で一貫性のないアクセスが生じている。さらに、PASへの認識不足により、多くの障害者が自立生活とインクルージョンの権利を否定されている。（ 訳注　主観的な権利とは、国民が国家に対して義務付けさせることのできる国民固有の「権利」、とされる。）
また、居住施設や集団的な場に居住する数千人の障害者が、自分自身の住居を持つ権利を否定されており、住宅に関する政策の実施不足により、そのニーズが満たされていない。さらに、多くの障害者が不適切にナーシングホームに置かれている。 
	[bookmark: _Hlk201906029]私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	国家は、全国的に公平なアクセスを確保するため、パーソナルアシスタンス・サービス（PAS）の法的かつ強制力のある権利を確立し、標準化されたニーズに基づく評価プロセスの導入を約束するか？
2.	国家には、DPOが家族と協力し、PASの必要性を認識し、その要望を促進するための資源を投入する意向があるか？
3.　2024年に、不適切にナーシングホームに入所した若年障害者の中で、適切な住居への移行を支援された人数はどれくらいか？また、同じ期間にナーシングホームに入所した若年障害者の数はどれくらいか？


家庭及び家族の尊重 – 第23条
障害者は家族生活を送る権利を有するが、多くの障害者には「障害のある親として判断される」ことへの真の恐怖、子どもを「適切に養育できない」と見なされることへの恐怖が存在する。そのために多くの障害のある親は支援を求めることとそのように判断されることを避ける間の微妙なバランスを保っている。一部の障害のある親は、特定の身体的な課題による支援を必要としており、これが「子どもを育てられない」と捉えられることがある。障害のある親は、PASへのアクセスを含む支援を必要としている。
家族の定義は、単に子どもを持つことだけではない。結婚生活も含まれる。 
所得審査や収入に基づく家族住宅の取得にはバリアが存在し、雇用機会が限られている多くの障害者にとってこれは大きな課題となっている。 
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1. 新たな全国的なPASが、サービス事業者の裁量によるのではなく、一部の障害のある親にとって不可欠な支援として認められ確保されるか？
2. 国家は、家族支援サービスにおいて障害のある親に対する差別的な態度や慣行からどのように保護するか？


教育 – 第24条
アイルランドでは、障害児は、2004年特別教育ニーズのある人に対する教育法（EPSEN法）に基づき、教育に参加するための追加的な支援を受ける権利を有している[footnoteRef:22]。しかし、この法の施行が開始されていないため、子どもたちは教育における具体的な支援に関する法的強制力のある権利を有していない[footnoteRef:23]。証拠によると、障害のある生徒は学校での成績が障害のない生徒よりも劣っており、排除される可能性が著しく高く、学校からさらに上の高等教育や雇用への移行のバリアに直面している[footnoteRef:24]。  [22: 特別教育ニーズのある人に対する教育法（2004年）。]  [23: EPSEN法2004は現在、国家によって見直されている。 ]  [24: キャトリーナ・モロニー、クリオナ・デ・バイルス、ダニエル・ケナン、カルメン・ケリー、シヴァーン・クインリバン、エリオンオール・フリン、ジャクリーン・フィリ、『ギャップに注意：アイルランドにおける障害のある子どもの権利の実現における障害に関する研究』子ども人権擁護官事務所（2024年）。 ] 

教育へのアクセスのバリアには、学校入学枠の不足、隔離や拘束、短縮された時間割、教師の研修不足、通学の困難、支援機器へのアクセス不足、学校資源不足などが含まれる[footnoteRef:25]。 [25: インクルージョン・アイルランド、『インクルーシブ教育への道筋（2024年）』 ] 

学習支援を必要とする子どもの分離は継続的に増加している。具体的には、主流の学校内にある「特別教室」（障害児（主に自閉症や知的障害児）のみが利用する分離されたスペース）の数が増加している。2022年現在、アイルランドの学校には2,535のこのような教室が存在し、この年だけで383の新たな特別教室が開設された。アイルランドには完全分離型の特別学校も存在し、2021年時点で8,018人の子どもがこのような学校で教育を受けている[footnoteRef:26]。  [26: 教育担当国務大臣、ノーマ・フォリー下院議員、障害問題委員会、国連障害者権利条約（UNCRPD）と教育の整合性に関する議論、2022年9月20日。] 

障害のある児童を短縮された時間割に配置する慣行はアイルランドの学校で広く行われている。インクルージョン・アイルランドの報告書によると、知的障害や発達障害のある児童の約4分の1が短縮された時間割に配置されており、そのうち半数は20日以上継続していた[footnoteRef:27]。 [27: インクルージョン・アイルランド、教育、『行動と排除：アイルランド共和国における障害のある子どもとその家族への短時間授業の影響と経験』、2019年。] 

隔離や拘束も、一部のアイルランドの学校で「問題行動」への対応や懲戒措置として引き続き使用されている。例としては、障害児が部屋に閉じ込められる、強制的にスペースから排除される、または押さえつけられるなどが挙げられる。このような実践は、障害児の教育を受ける権利、身体の尊厳、自由、安全、および差別禁止の権利を直接侵害している。これらの実践は廃止され、子どもはその代わりにニーズに応じたて適切な対応を受けるべきである。職員は障害に関する人権に基づくアプローチに関する研修を受け、適切な苦情処理と審査の仕組みを整備する必要がある。
インクルーシブ教育への新たな約束が求められ、障害のある生徒が質の高い教育に平等にアクセスできることが確保されるよう措置を講じる必要がある。さらに、分離教育施設（特別学校）の継続的な提供は直ちに中止されるべきである。
障害のある成人にとってのインクルーシブ教育へのアクセスも重要である。高等教育を受ける際には、別の町や都市で生活する機会が与えられるべきで、アクセス可能な交通手段、アクセス可能でインクルーシブな学習環境と社会空間、および大学内外での活動を支援するPASなどが提供される必要がある。 
さらに、リアルタイムの遠隔学習を通じて高等教育へのアクセスを拡大する可能性もある。障害者は長年、このようなアクセスを求め続けてきた。障害のある学生からの要望に応じて、遠隔アクセスを含む高等教育へのアクセスを可能にする能力を維持する必要がある。 
多くの障害者は教育を受けるためにパーソナルアシスタントが必要である。しかし、提供されている「パーソナルアシスタントサービス」（と称するもの）は、その真の意味でのPASと同一のものとすることはできない。代わりに、高等教育機関内の「パーソナルアシスタント」は高等教育機関の職員であり、指導も管理も障害者自らが行わないし、しばしば学生間で「共有」されている。これは真のPASではなく、多くの人のサービスに一貫性がないという経験に反映されている。 
[bookmark: _Hlk216285514]障害のある学生が高等教育機関で利用可能なアクセシブルなキャンパス内配慮が不足していることも問題である。これにより、アクセスできる教育の選択肢が制限されている。障害者が幸運にもアクセシブルなキャンパス内配慮を十分確保できた場合でも、毎年「機能障害の証明」を提出するよう求められることが多く、そのことにより機能障害が変化したとか「治癒した」とされうるという危険な誤解が生じている。  
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	一般的意見第4号を踏まえ、国はインクルーシブ教育に関する立場を確認し、インクルーシブ教育に向けた進捗状況に関する情報を提供し、すべての教育段階における教育システムがインクルーシブであることを確保するための措置を説明できるか？
2.	2004年EPSEN法の見直しを踏まえ、DPO（障害当事者団体）との連携をどう進め、同法がUNCRPDのインクルーシブ教育の指針と一致するよう、どのように確保するか？
3.	障害のある生徒の排除（障害のある児童の短縮時間割への配置を含む）を確認し減らすための措置に関する情報を提供し、その進捗状況を監視する方法を説明できるか？
4.	国家は、学校における隔離と拘束の使用を廃止し、障害児を支援する人権に基づくアプローチに置き換えるために、どのような取り組みを進めているか？
5.   障害のある成人が高等教育にアクセスできるよう、どのような措置を講じる予定であるか？ 


健康 – 第25条
アイルランドの障害者にとって、医療サービスへのアクセス困難は最も深刻な課題の一つである。これは、障害者が全ての他の権利を実現できるかどうかに重大な影響を及ぼしている。障害のある女性と子ども、知的障害のある人への医療アクセスの不足は特に懸念されている。 
コミュニケーション支援を必要とする特定のグループにとって、医療へのアクセスは困難である。ろう者のコミュニティでは、ろう者の文化に関する知識と専門性を持つ訓練を受けた専門職とISL（アイルランド手話）によるアクセス可能な医療サービスの提供の分野で、継続的なバリアが存在している。 
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	障害者、特に障害女性、知的障害者、精神保健上の問題をもつ人における健康格差、特に寿命の格差や終末期ケアの格差について、国家はどのように対応しているか？
2.	国家は、人々が達成可能な最高水準のメンタルヘルスを実現できる十分な資金提供と適切なメンタルヘルスサービスを提供するために、どのような措置を講じているか？
3.	国家は、ろう者のコミュニティのためのメンタルヘルスサービスを含む医療サービスが、完全にアクセス可能で、文化的・言語的に適切であり、権利に基づくものであることを確保するために、どのような措置を講じているか？
4	国家は、コミュニケーション支援を必要とする人々に対する医療サービスが完全にアクセシブルであることを確保するために、どのような措置を講じているか？


他者と平等な条件で働く権利 – 第27条
障害者は、障害のない人よりも雇用される可能性が低い状態が続いている。アイルランドはEUで障害者の雇用率が最も低く、障害者と非障害者の間の雇用格差が最も大きい国である[footnoteRef:28]。障害者の他者との平等な雇用権を支援するため、適切な措置のすべてが講じられていることを確保するためのさらなる努力が必要である。これには、アクセス可能で効果的な合理的配慮の支援が含まれる。  [28: 欧州障害フォーラム、『人権報告書。労働権：欧州における障害者の雇用状況』2023年。] 

総合的障害者雇用戦略2015–2024を全国障害者局（NDA）がレビューした結果、全体として、この戦略は障害者の雇用成果に意味ある改善をもたらしていないことが判明した[footnoteRef:29]。この戦略の期間中、雇用格差の著しい縮小は実現せず、むしろこの期間中に社会福祉に依存する障害者の数が増加した。NDAのレビューでは、戦略の重要な限界として、意味のある成果指標の欠如（ジェンダー別の成果を含む）が指摘された。 [29: 国家障害当局、総合的障害者雇用戦略（2015–2024）の実施状況に関する最終レビュー、2025年2月。] 

大多数の障害者は、障害に特化した訓練や雇用プログラムにおいて否定的な経験をしてきている。多くの障害者は、機能障害に対する医療的なアプローチを報告した。つまり、人々のやりたいことや既に持っているスキルや教育に則るではなく、「制限」を問題としていると指摘した。障害者が期待されていないことは、完全に士気を低下させる。 
雇用プログラムの透明性と説明責任の問題も存在する。これらのプログラムは、障害者が主導するのではなく、管理するのでもなくし、職員として配置されてもいない。障害者の専門知識がこれらのプログラムを主導するために活用されていない。障害者のリーダーシップがこれらのプログラムに欠如している点は問題である。 
	[bookmark: _Hlk201905289]私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	国家は、今後の雇用戦略に、特に障害女性および機能障害の種類に応じたグループ別の雇用率の向上を目指して、明確かつ測定可能な目標を盛り込むことをどのように確保するか？
2.	国家は、雇用戦略の有効性を監視するためにどのようなメカニズムを整備し、障害当事者団体（DPOs）はどのようにこの監視に参画するのか？
3.	国家は、既存の雇用に関する合理的配慮をどのように測定するのか？
4.　国家は、サービスレベル改革の一環として、第38条および第39条に定める組織における障害者の雇用に関する目標をどのように設定するのか？ 
5.　国家は、民間企業における障害者の雇用に関する目標をいつ設定するのか？ 
6.　国家は、障害者が設計・管理するDPO雇用支援機関の設立を支援するのか？ 
7.    公共サービス職における健康検査の要件は、多くの障害者が公共サービス雇用を求める際のバリアとなっているが、いつ廃止するのか？


相当な生活水準及び社会的な保障 – 第28条
障害者の生活費の追加負担によって、彼らは重大な経済的負担を経験し、貧困のリスクが非常に高い状態にある。
障害者は生活費を賄うのに苦労している。インデコン報告「障害のコスト」は、障害者の特有のニーズと適切なサービス（PAS、アクセシブルな交通手段、補助機器など）の不足により、障害者は年間€9,000～€12,000の追加費用を負担していると指摘している[footnoteRef:30]。雇用に関する議論の中で、障害者が就職する際や雇用されている際に直面する特定の雇用関連費用は、しばしば隠蔽されている。    [30: インデコン、『アイルランドにおける障害のコスト - 研究報告書』、社会保護省、2021年。] 

多くの人にとって、働くことはコストを伴う。障害者々の多くは働きたいと考えており、仕事に価値を見出している。その価値は、貧困の軽減だけでなく、自己価値の向上や社会への参加という点である。しかし、多くの人々は、きわめて重大な医療支援へのアクセスなど、国の支援に依存している。二次的な支援を失うことへの不安は、障害者が就労を模索する際に負の影響を及ぼす可能性がある。彼らは、就労を模索することによって、障害手当とその付帯支援を永久に失う可能性があることを恐れている。 
社会保護省が提案した最近の改革案や措置には、障害当事者団体（DPOs）が参画していない。福祉改革に関するグリーンペーパー（政府試案）のような所得関連政策の策定において、DPOsとの協議や共同作成が欠如していたことは、多くの障害者にとって懸念材料であった。多くの障害者が直面する貧困リスクを軽減する福祉改革は歓迎される。しかし、その実施にはインデコン報告書の提言を反映させる必要がある。 
福祉改革は、障害者が雇用にアクセスするために必要な支援に関する議論から分離されるべきである。福祉改革と雇用を結びつけることは、障害者が「仕事を得るために十分に努力していない」という認識を助長し、これらの提案が障害者の生活に重大な悪影響を及ぼしたイギリス福祉改革をモデルにしているという懸念を招く。
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1. 国家、特に社会保護省は、障害者が雇用された場合でも医療カードその他の給付へのアクセスを維持するために、どのような措置を講じるか？
2. 国家および社会福祉省は、今後の政策改革の議論に障害当事者団体（DPOs）の参加をどのように確保するか？


政治的及び公的活動への参加 – 第29条
障害者は、地方の政治政党に完全に参加し、議員に立候補できるよう支援される必要がある。 
参加のバリアには、政治団体が組織活動するための完全にアクセシブルな私的空間の不足が含まれる。パブの共有使用は不適切である。障害のある候補者は、支持を拡大し、評判を築くために、有権者と直接交流できる必要がある。地形、アクセス可能な空間の不足、アクセス可能な交通手段の不足は、障害のある候補者や政治家がプロフィールを築くことを制限する。これは、農村地域でのアクセス可能な交通手段の不足によりさらに悪化している。政治の大きな部分は、有権者と信頼関係を築くことであり、これには地域イベントへのアクセスが不可欠である。 
障害者は機能障害に関連する追加費用を負担する必要があるが、社会的なバリアにより障害者のごく僅かしか雇用されていない。選挙は高額な費用がかかるので、これらの追加費用は、障害者の立候補を妨げる追加のバリアとなる。 
障害者は自立した生活を送るために特定の支援を必要とし、これには政治家を目指す障害者も含まれる。障害のある候補者は、特定の課題を実行するためのPASの追加時間などの付加的な支援が必要になる場合がある。例えば、車の運転やドアからドアまでの案内、チラシの配布などである。ろうの候補者は、党の会議、戸別訪問、地域会議への出席時にアイルランド手話（ISL）通訳者が必要になる。
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1. 国家は、障害のある候補者向けの選挙資金の設立を検討したか？ 
2. IHRECと選挙管理委員会は、国家資金を受ける政治党派と協力して、支部レベルでの障害者のインクルージョンを促進するためのガイドラインを策定したか？これには、アイルランド人権・平等委員会法（2014年）第42条に従い、党会議の会場が完全にアクセシブルでインクルーシブであることを確保することが含まれるか？


文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加 – 第30条
メディアにおける障害者の描写は批判されるべきである。アイルランドのメディアでは、日常の議論、ドラマ、作品において障害者が出てこない。メディア（放送と印刷物）で障害者が描かれる場合、その描写はしばしば保護的なもので、悲劇的な物語を強化している。 
障害者の表現に関する重要な点の一つは、彼らの声が聞かれないこと、そして障害者の議論が親や「介護者」の声を通して行われることである。障害者の生活は、家族が「どう対処するか」や「介護の負担」という観点から議論される。障害者が、自身の生活が全国的な印刷物や放送メディアで「負担」として家族によって議論されることに対する感情は、一切考慮されていない。 
繰り返しになるが、これはアイルランドで支配的な「障害の悲劇」の物語である。
地域やコミュニティの芸術のあらゆる側面において、障害者が関与していない状況がある。観客、芸術家、プロデューサー、監督、技術スタッフなど。コミュニティや地域の芸術に関する議論では、地域や全国レベルのDPOs（障害当事者団体）と協力して、芸術制作に興味を持つ障害者のためのアクセスルートを確立し、障害者芸術の創出において障害者の関与を確保することが必要である。
地域芸術担当者、芸術評議会、地域コミュニティの芸術団体が、DPOsと協力して障害平等研修を受けることが不可欠である。障害平等研修は障害当事者が主導し、障害の社会的モデルに基づく。障害平等研修は、コミュニティ芸術団体が障害当事者と関わり、障害当事者が地域コミュニティで芸術家、参加者、観客として芸術にアクセスするプロセスを構築するための最良の実践方法の発展について情報を得ることができる。
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する:
1. 国家は、文化・通信・スポーツ省を通じて、障害者のアイルランドのメディア制作でのインクルージョンに関するガイドラインを設定するため、障害当事者団体（DPOs）と協力してきたか？ 
2. 国家は、文化・通信・スポーツ省を通じて、障害者の芸術・文化の制作と鑑賞への参加に関するガイドラインを設定するため、DPOと協力したか？


統計及び資料の収集 – 第31条
障害に関する統計の調査研究と収集、および分類されたデータの利用には、重大な欠陥がある。CRPDの遵守状況の有効な監視は、機能障害の種類別統計を含む障害統計の不足により制限されている。 
さらに、国家は初回締約国報告において、CRPDに準拠して障害平等指標（disability equality indicators）がどのように開発されるかに関する情報を提供していない。 
	私たちは、CRPD委員会が以下の点を尋ねることを推奨する：
1.	国家は、性、ジェンダー、民族、年齢、機能障害の種類別に分類された障害関連データの体系的な収集と利用を確保するために、どのような措置を講じているか？
2.	国家は、CRPDに準拠した障害平等指標の開発をどのように確保しているか？



（翻訳：佐藤久夫、高島恭子）
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